
（別添１） 
 

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）  
国家レジリエンス（防災・減災）の強化 

防災情報共有システムを基盤とした文理融合型の地域レジリエンス強化 
審 査 要 項 

 
1. 審査方法 

審査は、外部からの影響を排除し、応募された課題に含まれるアイデアやノウハウ等
の情報管理を行う観点から、非公開で行う。 
審査期間中に提案の詳細に関する追加資料の提出を求める場合がある。 
 

(1) 形式審査 
防災科研が、提案が応募の要件を満たしているかについて審査を行う。要件を満た

していない場合は、以降の審査の対象外とする。 
 

(2) 書類審査 
PD 等で構成される公募審査委員会が、応募された提案書類を審査し、面接審査の

対象となる応募者を選考する。 
 

(3) 面接審査 
PD 等で構成される公募審査委員会が、面接審査を行う。面接審査には応募者本人

が出席する。なお、日本語での面接を原則とし、日本語での面接が困難な場合は、英
語での面接も可能とする。 

応募者によるプレゼンテーション 10 分 
質疑応答 10 分 
審査票への記入 5 分 

 
 
2. 評価基準 

評価基準（別紙１）に基づき、総合的に審査を行う。 
 
 
3. 提案の採択・実施者の決定 

公募審査委員会による審査結果に基づき、PD 及び内閣府の了承を経て、提案の採択・
実施者を決定する。 



4. 審査結果通知 
書類審査の結果は、全ての応募者に対し通知する。面接審査の対象となる応募者には、

併せて面接審査の実施要領等を連絡する。なお、形式審査で不備があった応募者につい
ても、その結果を通知する。 
面接審査の結果は、面接審査の対象となった全ての応募者に通知する。 
採択の過程で、実施内容及び体制の一部変更、提案額の見直し等、応募内容修正等の

条件を付す場合がある。 
 
 

5. 利害関係者の選考への不参加 
応募者の利害関係者は選考に関わらない。利害関係者とは、以下の者をいう。 
 応募者等と親族関係若しくはそれと同等の親密な個人的関係にある者。 
 応募者等と大学等の研究機関において同一の学科、研究室等または同一の企業

に所属している者。 
 応募者等と緊密な共同研究を行う者。 

（例えば、共同プロジェクトの遂行、共著研究論文の執筆、同一目的の研究メン
バー、応募者等と実質的に同じ研究グループに属していると考えられる者） 

 応募者等と密接な師弟関係あるいは直接的な雇用関係にある者。 
 応募者等の応募内容の採否又は評価が直接的な利害につながると見なされるお

それがある対立的な関係若しくは競争関係にある者。 
 その他 PD が利害関係者と判断した場合。 
 
 

6. 守秘義務 
審査は非公開で行い、選考に関わる者は、一連の選考で取得した一切の情報を第三者

に漏洩しないこと、情報を善良な管理者の注意義務を持って管理すること等の秘密保
持を遵守する。  



（別紙１） 
 

評 価 基 準 
 
1. 実施内容の妥当性 
(1) 本課題およびテーマⅦの目的や目標に合致した内容であるか。 
(2) 現状の課題が適切に把握され、それを解決するための課題設定、達成目標となっている

か。具体的かつ定量的な成果指標が適切に設定されているか。 
(3) 研究開発および社会実装の実施内容が具体的に示され、手法・進め方が適当であるか。 
(4) 新規性・実用性・波及効果があるか。 
 
2. 実施計画の妥当性 
(1) 実施計画、期間の設定が適当であるか。 
(2) 研究開発期間終了後（2023.4 以降）の活動持続体制の見込みが考慮されているか。 
(3) 経費が適当であるか。 
 
3. 実施体制の妥当性 
(1) 文理融合の実施体制を構築しているか。研究開発および社会実装を着実に推進し、成果

をとりまとめるための能力を有しているか。 
(2) 過去に自治体と連携した防災に関する研究開発を実施したことがあるか。 
(3) 過去に災害情報の定量的な分析に基づく研究開発を実施したことがあるか。 
(4) 研究開発および社会実装の実施に必要な人材、連携体制、施設・設備等が確保されてい

るまたは確保が可能な計画か。（市町村や災害対応を担務する国の地方出先機関（地方
整備局）や都道府県の実務機関と一体となった体制が構築できること） 

(5) 地区防災計画等具体的な防災減災計画作成や市町村の災害復旧復興計画の策定及び遂
行への参画実績があるか。（参画実績がある場合は加点する。） 

 

各審査基準（１．～３．）に対して、以下の５段階で評価を行う。 
５点：大変優れている 
４点：優れている 
３点：適切である 
２点：あまり適切でない 
１点：不適切である 


